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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板をエッチングする方法であって、
　エッチングプロセスを促進するように構成されたプラズマ処理システム中に前記基板を
配置するステップと、
　前記基板の露出面の単層をエッチングするために原子層エッチングプロセスサイクルを
行うステップであって、該原子層エッチングプロセスサイクルが、
　　エッチャントを導入することにより、前記基板の前記露出面上に前記エッチャントを
含む吸着単層を形成しながら、同時に、前記露出面における全イオン流束よりも大きい前
記露出面におけるエッチャントラジカル流束を達成するために目標とされる印加される出
力レベルで電磁力を前記プラズマ処理システムに結合させるステップと、
　　任意の過剰のエッチャントを除去するために前記プラズマ処理システムをパージする
ステップと、
　　前記吸着単層を気体イオンに曝露して前記エッチャントの反応を活性化させることに
より、前記エッチャントを含む前記吸着単層を脱着させるステップと、
　　脱着された前記吸着単層を除去するために前記プラズマ処理システムをパージするス
テップと、を連続して含む、ステップと、
　目標エッチング深さに到達するまで前記原子層エッチングプロセスサイクルを繰り返す
ステップと、を含み、
　各プロセスサイクルが前記露出面から前記単層をエッチングし、
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　印加される前記出力レベルが５０Ｗ以下である、方法。
【請求項２】
　印加される前記出力レベルが１０Ｗ以下である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記基板が置かれる基板ホルダに結合されるバイアス出力として、少なくとも部分的に
前記電磁力が前記プラズマ処理システムに結合される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記電磁力が排他的にバイアス出力として前記基板ホルダに印加される、請求項３に記
載の方法。
【請求項５】
　前記基板ホルダに対向しかつ向かい合う電極へのソース出力として、追加的な電磁力が
前記プラズマ処理システムに結合される、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記基板が置かれる基板ホルダに対向しかつ向かい合う電極に結合されるソース出力と
して、少なくとも部分的に前記電磁力が前記プラズマ処理システムに結合される、請求項
１に記載の方法。
【請求項７】
　前記電磁力が排他的に前記基板ホルダと反対側の前記電極へのソース出力として印加さ
れる、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記エッチャントがハロゲン元素を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記エッチャントがハロゲン化物、ハロメタン、ハロシラン又はそれらの２種類以上の
組み合わせを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記エッチャントが、Ｃｌ２、Ｂｒ２、Ｆ２、ＨＢｒ、ＢＣｌ３、ＳＦ６、ＮＦ３、形
態ＣｘＦｙ（ここで、ｘ及びｙは０を超える実数である）のフルオロカーボン化合物、形
態ＣｘＦｙＨｚ（ここで、ｘ、ｙ及びｚは０を超える実数である）のフッ化炭化水素化合
物又はそれらの２種類以上の任意の組み合わせを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記出力レベルが、１００の値を超える前記基板における前記エッチャントラジカル流
束の前記全イオン流束に対する比を達成することを目標とされる、請求項１に記載の方法
。
【請求項１２】
　前記出力レベルが、１０００の値を超える前記基板における前記エッチャントラジカル
流束の前記全イオン流束に対する比を達成することを目標とされる、請求項１に記載の方
法。
【請求項１３】
　前記吸着単層を形成するステップが、プロセスサイクル１回当たり２秒以下にわたって
進行する、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記吸着単層を形成するステップが、プロセスサイクル１回当たり０．５秒以下にわた
って進行する、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記基板の前記露出面がシリコンを含み、前記エッチャントがＣｌ２を含み、前記気体
イオンがＡｒイオンを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　基板をエッチングする方法であって、
　エッチングプロセスを促進するように構成されたプラズマ処理システム中に前記基板を
配置するステップと、
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　前記基板の露出面においてプロセスサイクル１回当たり基板材料の１つの単層をエッチ
ングするステップであって、各プロセスサイクルが吸着ステップ及び脱着ステップを交互
に行うステップを含む、ステップとを含み、
　前記吸着ステップが、前記基板の前記露出面上にエッチャントを吸着させながら、前記
露出面における全イオン流束よりも大きい前記露出面におけるエッチャントラジカル流束
を達成するために５０Ｗ以下で印加される出力レベルで電磁力を前記プラズマ処理システ
ムに結合させるステップを含み、
　前記脱着ステップが、吸着された前記エッチャントと基板材料の前記単層との間の反応
を活性化させて、反応生成物を脱着させるステップを含む、方法。
【請求項１７】
　前記脱着ステップが、前記基板が置かれる基板ホルダに結合されるバイアス出力、及び
前記基板ホルダに対向しかつ向かい合う電極に結合されるソース出力として電磁力を前記
プラズマ処理システムに結合させながら、希ガスを前記プラズマ処理システム中に流して
、前記反応を活性化させるのに十分なエネルギーを有する気体イオンを形成するステップ
を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記吸着ステップと前記脱着ステップとの間及び前記脱着ステップの後に、前記プラズ
マ処理システムをパージするステップをさらに含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　印加される前記出力レベルが２０Ｗ以下である、請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　印加される前記出力レベルが、１００の値を超える前記基板における前記エッチャント
ラジカル流束の前記全イオン流束に対する比を達成するように調節される、請求項１６に
記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１５年３月３０日に出願された米国仮特許出願第６２／１３９，７９５
号明細書に関連し、及びそれに対する優先権を主張し、同出願の内容全体が参照により本
明細書に援用される。
【０００２】
　本発明は、層をパターン化する方法に関し、特に層をエッチングする方法に関連する。
【背景技術】
【０００３】
　半導体デバイスの製造におけるコスト及び性能の競争力を維持する必要性から、集積回
路のデバイス密度を絶えず増加させる要求が高まっている。また、半導体集積回路の小型
化とともにより高い集積度を実現するために、半導体基板上に形成される回路パターンの
大きさを縮小するための堅牢な手法が必要である。これらの傾向及び要求のために、回路
パターンをある層から別の層に転写する能力に対する課題が増加し続けている。
【０００４】
　フォトリソグラフィは、マスク上の幾何学的形状及びパターンを半導体ウエハの表面に
転写することによる半導体集積回路の製造に使用される中核技術である。基本的には、感
光性材料をパターン化された光に露光することで、現像溶液に対するその溶解性を変化さ
せる。画像形成及び現像が行われると、現像化学に対して可溶性となる感光性材料の一部
が除去され、回路パターンが残る。
【０００５】
　さらに、光リソグラフィを進歩させ、その欠陥に対処するため、半導体製造産業がサブ
３０ｎｍ技術ノードに備えて代替的なパターン化方法を確立するために進歩し続けている
。多重パターン化と併用される光リソグラフ（１９３ｉ）、ＥＵＶ（極紫外）リソグラフ
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ィ、及びＤＳＡ（誘導自己組織化）パターン化は、積極的なパターン化に対して高まる要
求に適合するために評価されている有望な候補の一部と見なされている。
【０００６】
　半導体集積回路の小型化に有利となることを立証できる別の代表的なリソグラフィ技術
の１つは原子層エッチング（ＡＬＥ）である。ＡＬＥでは、エッチングされる基板は、最
上部の原子層のみに影響するエッチャントを用いて化学処理される。パージステップによ
って過剰のエッチャントを除去した後、エッチングステップにより、化学処理された最上
原子層が除去される。エッチングされた特徴が所望の深さに到達するまで、化学的改質及
びエッチングのサイクルを繰り返すことで、１回ごとに１つの単層が除去される。代表的
なプロセスの１つでは、シリコンウエハの最上層を塩素と反応させ、次に、塩素化された
最上層のアルゴンプラズマ除去が行われる。
【０００７】
　光リソグラフィ及びＥＵＶリソグラフィを含む高度なパターン化技術に合わせて、高度
で高感度のエッチング技術は、サブ３０ｎｍの特徴を転写する必要がある。追加的に、高
度なエッチングスキームは、特にプロファイル制御、異方性、及び速度の要求に適合させ
る必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の実施形態は、層をパターン化する方法に関し、より具体的には、層をエッチン
グする方法に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　実施形態によると、基板上の層をエッチングする方法が記載される。基板上の層をエッ
チングする方法は、エッチングプロセスを促進するように構成されたプラズマ処理システ
ム中に基板を配置するステップと、基板の露出面の単層をエッチングするために原子層エ
ッチングプロセスサイクルを行うステップと、目標深さに到達するまで原子層エッチング
プロセスサイクルを繰り返すステップとを含む。各プロセスサイクルは、露出面から単層
をエッチングする。原子層エッチングプロセスサイクルは、エッチャントを導入すること
により、基板の露出面上にエッチャントを含む吸着単層を形成しながら、同時に、基板に
おける全イオン流束よりも大きい基板におけるエッチャントラジカル流束を達成するため
に目標とされる出力レベルであって、５０Ｗ以下である出力レベルで電磁力をプラズマ処
理システムに結合させるステップと、任意の過剰のエッチャントも除去するためにプラズ
マ処理システムをパージするステップと、吸着単層を気体イオンに曝露してエッチャント
の反応を活性化させることにより、吸着単層を脱着させるステップと、プラズマ処理シス
テムを再びパージするステップとを連続して含む。
【００１０】
　本発明のさらなる実施形態では、基板をエッチングする方法は、エッチングプロセスを
促進するように構成されたプラズマ処理システム中に基板を配置するステップと、基板の
露出面においてプロセスサイクル１回当たり基板材料の１つの単層をエッチングするステ
ップとを含む。各プロセスサイクルは、吸着ステップ及び脱着ステップを交互に行うステ
ップを含む。吸着ステップは、基板の露出面上にエッチャントを吸着させながら、露出面
における全イオン流束よりも大きい露出面におけるエッチャントラジカル流束を達成する
ために５０Ｗ以下の出力レベルで電磁力をプラズマ処理システムに結合させるステップを
含み、脱着ステップは、吸着されたエッチャントと基板材料の単層との間の反応を活性化
させて、反応生成物を脱着させるステップを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施形態による基板上の層をエッチングする方法を示すフローチャートを提示す
る。
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【図２Ａ】基板上の層をエッチングする方法を示す。
【図２Ｂ】基板上の層をエッチングする方法を示す。
【図３Ａ】実施形態による基板上の層のエッチングの例示的なデータを示す。
【図３Ｂ】実施形態による基板上の層のエッチングの例示的なデータを示す。
【図３Ｃ】実施形態による基板上の層のエッチングの例示的なデータを示す。
【図４Ａ】種々の実施形態による基板上の層のエッチングの例示的なデータを示す。
【図４Ｂ】種々の実施形態による基板上の層のエッチングの例示的なデータを示す。
【図４Ｃ】種々の実施形態による基板上の層のエッチングの例示的なデータを示す。
【図４Ｄ】種々の実施形態による基板上の層のエッチングの例示的なデータを示す。
【図４Ｅ】種々の実施形態による基板上の層のエッチングの例示的なデータを示す。
【図４Ｆ】種々の実施形態による基板上の層のエッチングの例示的なデータを示す。
【図５】実施形態によるプラズマ処理システムの概略図を示す。
【図６】別の実施形態によるプラズマ処理システムの概略図を示す。
【図７】別の実施形態によるプラズマ処理システムの概略図を示す。
【図８】別の実施形態によるプラズマ処理システムの概略図を示す。
【図９】別の実施形態によるプラズマ処理システムの概略図を示す。
【図１０】別の実施形態によるプラズマ処理システムの概略図を示す。
【図１１】別の実施形態によるプラズマ処理システムの概略図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下の記載では、説明を目的としており、限定を目的とするものではなく、処理システ
ムの特定の形状、そこで使用される種々の構成要素及びプロセスの説明等の具体的な詳細
を記述している。しかし、これらの具体的な詳細から逸脱する別の実施形態で本発明を実
施できると理解すべきである。
【００１３】
　同様に、説明を目的として、本発明の十分な理解を得るために、具体的な数、材料及び
構成を記述している。しかし、具体的な詳細を用いずに本発明を実施することが可能であ
る。さらに、図面に示される種々の実施形態は例示的な表現であり、必ずしも縮尺通りに
描かれてないことは理解されよう。
【００１４】
　次に、種々の動作は、本発明の理解に最も有用となる方法で複数の別個の動作として説
明される。しかし、記載の順序は、これらの動作が必ず順序に依存することを示すものと
して解釈すべきではない。特に、これらの動作は、記載される順序で行う必要はない。記
載の動作は、記載される実施形態と異なる順序で行うことができる。さらなる実施形態で
は、種々のさらなる動作を行うことができ、及び／又は記載の動作を省略することができ
る。
【００１５】
　本明細書において使用される場合、「放射線感受性材料」という用語は、フォトレジス
トなどの感光性材料を含むが、必ずしもこれに限定されるものではない。
【００１６】
　本明細書において使用される場合、「基板」は、一般に、本発明により処理される物体
を意味する。基板は、デバイス、特に半導体又は他のエレクトロニクスデバイスの任意の
材料部分又は構造を含むことができ、たとえば、半導体ウエハなどのベース基板構造又は
ベース基板構造の上若しくはその上方にある薄膜などの層であってよい。基板は、従来の
シリコン基板又は半導体材料の層を含む別のバルク基板であってよい。本明細書において
使用される場合、「バルク基板」という用語は、シリコンウエハのみではなく、シリコン
オンサファイア（「ＳＯＳ」）基板及びシリコンオングラス（「ＳＯＧ」）基板などのシ
リコンオンインシュレータ（「ＳＯＩ」）基板、ベース半導体の土台の上のシリコンのエ
ピタキシャル層、ならびに別の半導体又はオプトエレクトロニクス材料、たとえばシリコ
ン－ゲルマニウム、ゲルマニウム、ヒ化ガリウム、窒化ガリウム、及びリン化インジウム
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も意味し、それらを含んでいる。基板は、ドープされる場合もドープされない場合もある
。したがって、基板は、パターン化された又はパターン化されていない任意の特定のベー
ス構造、下にある層、又は上にある層に限定されることを意図するものではなく、むしろ
、任意のそのような層又はベース構造、ならびに層及び／又はベース構造の任意の組み合
わせを含むことが考慮される。以下の説明では、特定の種類の基板を参照する場合がある
が、これは単に説明を目的としており、限定を目的とするものではない。
【００１７】
　前述のように、高度な方法は、課題に対処し、サブ３０ｎｍ技術ノードにおける積極的
なパターン化に対する要求に適合する必要がある。また、これも記載のように、これらの
方法では、それら自体の一連の課題が生じ、これらはエッチングの選択性、速度、及びプ
ロファイル制御の問題として表面化する。パターン化スキームを高選択性エッチングプロ
セスと問題なく一体化させる能力は、堅牢なパターン転写のために重要となる。
【００１８】
　一例として、回路パターンが最初に形成されると、パターン化された材料は、半導体基
板のある領域を覆う保護層として機能し、一方、別の領域は露出し、プラズマエッチング
プロセスなどのドライエッチングプロセスを利用して下にある層に回路パターンを転写す
ることができる。パターン化された材料は、特に、光リソグラフィを用いてパターン化さ
れた感光性材料、機械的に刻み込まれたパターン化層又は誘導自己組織化層であってよい
。最初のパターン化された層中により細い特徴を形成するために、二層マスク又は三層マ
スクなどの多層スキームを実施することができる。第２又は第３の層が含まれることで、
最上パターン化層は、後のドライエッチングプロセスに耐えるために従来選択される厚さ
よりも薄くなる場合がある。したがって、後のドライエッチング技術に対する要求が高く
なる。
【００１９】
　プラズマエッチングプロセスでは、半導体基板は、下にある層を選択的に除去しながら
保護層を最小限で除去するエッチング化学に曝露される。下にある層と好都合な反応が可
能であり、保護層とのあまり好ましくない反応が最小限となる原子／分子成分を有するイ
オン化可能な解離性気体混合物から、このエッチング化学が誘導される。プラズマの存在
下、このエッチング化学は、エネルギー電子を有するその原子／分子成分の相互作用、た
とえば衝突によって形成され、たとえば、その衝突の一部は解離衝突であり、他の衝突は
イオン化衝突である。複雑な機構により、特にエッチング選択性、エッチング速度及びプ
ロファイルを含む数種類の相互に関連するエッチング指標に関して許容される値を達成す
るようにプラズマが操作される。また、前述のように、減少し続けるパターンの大きさと
ともに、ある材料を別の材料に対して選択的に除去しながら、別のパターン指標（たとえ
ば、粗さ、欠陥など）に十分適合する能力は、堅牢なパターン転写のためにきわめて重要
になってきている。特に、後のドライエッチングプロセスのエッチング選択性により、パ
ターンを下にある層に十分に転写できるようにリソグラフィ層が保護される必要がある。
さらに、エッチング選択性は重要な問題であるが、パターン完全性（たとえば、粗さ、欠
陥など）も維持される必要があり、より好ましくは改善される必要がある。
【００２０】
　これより図面を参照すると、いくつかの図面にわたって同様の参照番号は同一又は対応
する部分を示し、図１、２Ａ及び２Ｂは、実施形態による基板上の層をエッチングする方
法を示す。この方法は、図２Ａ及び２Ｂに図で示されており、図１にフローチャート１０
０によって示されている。図１に示されるように、フローチャート１００は、１１２にお
いて、エッチングプロセスを促進するように構成されたプラズマ処理システム中に基板を
配置するステップから始まる。
【００２１】
　基板は、エッチング又はパターン化が行われる層を有するパターン化層を含むことがで
きる。パターン化層により、開放された特徴のパターンを上に有する１つ以上のさらなる
層を確定することができる。基板は、デバイス層をさらに含む。デバイス層は、パターン
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が転写される基板上に任意の薄膜又は構造を含むことができる。たとえば、デバイス層は
、シリコン含有反射防止コーティング（「ＳｉＡＲＣ」）を含むことができる。
【００２２】
　基板としては、バルクシリコン基板、単結晶シリコン（ドープされたあるいはドープさ
れていない）基板、セミコンダクターオンインシュレータ（ＳＯＩ）基板又はたとえばＳ
ｉ、ＳｉＣ、ＳｉＧｅ、ＳｉＧｅＣ、Ｇｅ、ＧａＡｓ、ＩｎＡｓ、ＩｎＰ、その他のＩＩ
Ｉ／Ｖ若しくはＩＩ／ＶＩ化合物半導体若しくはそれらの任意の組み合わせを含有する任
意の別の半導体基板（ＩＩ族、ＩＩＩ族、Ｖ族及びＶＩ族は、元素周期表の古典的な、す
なわち古いＩＵＰＡＣ表記法を意味し、改定された、すなわち新しいＩＵＰＡＣ表記によ
ると、これらの族はそれぞれ２族、１３族、１５族及び１６族を意味する）を含むことが
できる。基板は、任意のサイズのものであってよく、たとえば、２００ｍｍ（ミリメート
ル）基板、３００ｍｍ基板、４５０ｍｍ基板又はさらに大きい基板であってよい。デバイ
ス層は、パターンが転写可能である任意の膜又はデバイス構造を含むことができる。
【００２３】
　１１４では、たとえば第１のパルス時間にわたってエッチャントを導入することにより
、基板の露出面上にエッチャントを含む吸着単層が形成される。エッチャントは、特に、
ハロゲン（たとえば、Ｃｌ２、Ｆ２、Ｂｒ２）、ハロゲン化物（ＨＢｒ）、ハロメタン、
ハロシラン、フルオロカーボン、又はハイドロフルオロカーボンなどのハロゲン含有気体
を含むことができる（図２Ａ、２Ｂ参照）。たとえば、エッチャントは、Ｃｌ２、Ｂｒ２

、Ｆ２、ＨＢｒ、ＢＣｌ３、ＳＦ６、ＮＦ３、形態ＣｘＦｙ（ここで、ｘ及びｙは０を超
える実数である）のフルオロカーボン化合物、形態ＣｘＦｙＨｚ（ここで、ｘ、ｙ及びｚ
は０を超える実数である）のフッ化炭化水素化合物又はそれらの２種類以上の任意の組み
合わせを含むことができる。
【００２４】
　１１５では、任意の過剰のエッチャントも除去するためにプラズマ処理システムがパー
ジされる。
【００２５】
　１１６では、たとえば第２のパルス時間にわたって吸着単層を気体イオン、すなわちプ
ラズマに曝露して、エッチャントの反応を活性化させることにより、吸着単層が脱着され
る。気体イオンの原料ガスは、たとえばＡｒ、Ｎｅ及び／又はＨｅなどの希ガス又はＮ、
Ｏ、Ｃ、Ｈなどの任意の別の元素を含むことができる。第２のパルス時間は３秒以下であ
ってよい。たとえば、第２のパルス時間は、２秒若しくは１秒又はそれらの任意の小数部
分であってよい。
【００２６】
　原料ガスをプラズマ処理システム中に流し、基板が置かれる基板ホルダに結合されるバ
イアス出力として、及び基板ホルダと対向して向かい合う電極へのソース出力として電磁
力をプラズマ処理システムに結合させ、原料ガスのプラズマを発生させて維持することに
より、気体イオンを形成することができる。気体イオンが、吸着単層を含む基板の露出面
に、吸着原子と露出面の基板材料の原子との間の反応を活性化させるのに十分なエネルギ
ーで衝撃を与えることで反応生成物が脱着し、それによって単層が除去される。非限定的
な例として、バイアス出力は約１５０Ｗであってよく、一方、ソース出力は約２５００Ｗ
である。
【００２７】
　１１７では、プラズマ処理システムがもう一度パージされ、この時点で、脱着された吸
収単層が除去される。
【００２８】
　１１８では、１１４の吸着単層の形成と同時に、第１のパルス時間中、基板における全
イオン流束よりも大きい基板におけるエッチャントラジカル流束を達成するために目標と
される出力レベルで電磁力をプラズマ処理システムに結合させる。出力レベルは５０Ｗ以
下であってよい。実施形態では、出力レベルは、１００の値を超える基板におけるエッチ



(8) JP 6532066 B2 2019.6.19

10

20

30

40

50

ャントラジカル流束の全イオン流束に対する比を達成することが目標とされる。別の実施
形態では、出力レベルは、１０００の値を超える基板におけるエッチャントラジカル流束
の全イオン流束に対する比を達成することが目標とされる。
【００２９】
　１１８における電磁力は、基板が上に置かれる基板ホルダに結合されるバイアス出力と
して、少なくとも部分的にプラズマ処理システムに結合されうる。さらに、電磁力は、そ
のようなバイアス出力として排他的に印加することができる。さらなる電磁力は、基板ホ
ルダと対向しかつ向かい合う電極へのソース出力としてプラズマ処理システムに結合され
うる。あるいは、電磁力の唯一の供給源は、対向する電極上のソース出力であってよい。
バイアス出力として、ソース出力として、又はその両方としてのいずれで印加されるとし
ても、１１４における吸着単層の形成中の１１８における電磁力は、単層の脱着中に１１
６において気体イオンを形成するために印加される出力よりもはるかに小さい。
【００３０】
　１２０では、図２Ａ及び２Ｂに示されるように、目標深さに到達するまで１１４におけ
る吸着単層の形成と１１６における吸着単層の脱着とを交互に繰り返すことにより、基板
の露出面は、プロセスサイクル１回当たり１つの反応層又は単層がエッチングされる。本
発明の実施形態によると、１１４における吸着ステップは、基板における全イオン流束よ
りも大きい基板におけるエッチャントラジカル流束を達成するための低ＥＭ出力を含み、
一方、１１６における脱着ステップは、反応を活性化させかつ反応生成物を脱着させるの
に十分なイオンエネルギーに基板を曝露するプラズマを形成するための高ＥＭ出力を含む
。この交互のステップは、エッチャントガスとイオン用の原料ガスとの間のパルスの気流
又は交番する気流を含むことができる。たとえば、図２Ａ及び２Ｂの図において、Ａｒ流
は、記載の連続流ではなく、吸着ステップ中に停止させ、脱着ステップ中にパルスで流す
ことができる。代替的には、図示するように、Ａｒガスは、パージガスとして及び脱着ス
テップの原料ガスとして機能させるために、プロセスサイクル全体にわたって連続的に（
continuously）流すことができる。連続流は、同じ流量の場合もあり、又は吸着中により
少ない流量、脱着中により多い流量を含む場合もある。連続流の場合、原料ガスは、吸着
ステップ中の基板及びエッチャントに対して、希ガスなどの非反応性となるべきであり、
それにより、プロセスサイクルの脱着ステップ中にプラズマを形成するために十分高いレ
ベルのソース出力及びバイアス出力を供給することで、脱着反応のみが活性化される。
【００３１】
　限定的なものではなく、単なる例として、プロセスサイクルの総数は、１サイクル～１
００サイクル、１０サイクル～９０サイクル、２０サイクル～８０サイクル又は３０サイ
クル～７０サイクルの範囲であってよい。ある実施形態では、エッチングサイクルの総数
は、５０サイクル、４０サイクル、若しくは３０サイクル又はそれらの間の任意の整数の
サイクルであってよい。各サイクルによって基板から材料の単層が除去されるため、繰り
返すべきサイクルの数は、表面をエッチングすべき目標深さによって決定される。基板が
エッチングされる速度、すなわちエッチング速度を求めることが可能である。ある実施形
態では、エッチング速度は１Å／ｓを超える。たとえば、エッチング速度は、１．１Å／
ｓ、１．２Å／ｓ、１．３Å／ｓ、１．４Å／ｓ、１．５Å／ｓ又はさらに速くてよい。
少なくとも１つの実施形態では、エッチング速度は１．３Å／ｓを超える。
【００３２】
　印加されるＥＭ出力が低出力条件未満（たとえば、５０Ｗ未満、４０Ｗ未満、３０Ｗ未
満、２０Ｗ未満、１０Ｗ未満など）となる場合、エッチャントの吸着が非常に速くなる。
理論によって束縛しようとするものではないが、本発明者らは、このプロセス条件下でラ
ジカル流束がイオン流束よりも大きく（図３Ａ参照）、部分的には基板表面においてイオ
ン流束に対して増加したこのラジカル流速のために、吸着が速い速度で起こりうることを
確認した。基板表面におけるラジカル流束のイオン流束に対する比は１００を超えること
ができ、さらには１０００を超えることができる。さらに、プロセス条件により、低イオ
ンエネルギー（たとえば２０ｅＶ未満）及び比較的狭いイオンエネルギー角度分布（たと
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えば５度未満）を実現することができる（図３Ｂ、３Ｃ参照）。
【００３３】
　プロセス全体にわたり、プラズマ処理システムに真空を印加することができる。たとえ
ば、真空は、吸着単層の形成及び／又は吸着単層の脱着の間に印加することができる。あ
る実施形態では、プラズマ処理システム中の圧力は１００ｍＴｏｒｒ以下であってよい。
たとえば、プラズマ処理システム中の圧力は約６０ｍＴｏｒｒ以下であってよい。
【００３４】
　エッチャントがハロゲン含有材料を含む場合、エッチングされる表面のハロゲン化が迅
速に起こり、すなわち２秒未満又は１秒未満、さらには０．５秒未満で起こる（図４Ａ～
４Ｅ参照）。当然ながら、ハロゲン化は、前述の時間の値の任意の小数部分で起こってよ
い。吸着及び脱着の両方のサイクルを行う場合、エッチング量は、吸着サイクル単独又は
脱着サイクル単独のいずれかが行われる場合のエッチング量よりもはるかに多い（図４Ｆ
参照）。
【００３５】
　表１は、例示的なプロセスのパラメータを示し、それらの結果は図４Ｅに示されている
。圧力、温度、流量及び組成、ソース出力及びバイアス出力、ＲＤＣなどは、別の例では
すべて異なる場合がある。ＲＤＣ値は、エッチャント及び反応ガスの導入に関するガス流
分配パラメータを意味する。ある実施形態では、ガス分配システムは、中央ガス供給ゾー
ン及び端部ガス分配ゾーンを含むことができる。ＲＤＣパラメータの値は、中央及び端部
のガス分配ゾーンに分配される気流の相対量を示す。ＲＤＣ＝５０の場合、端部ガス分配
ゾーンに連結されるガス流は中央ガス分配ゾーンに連結されるガス流と等しく、ＲＤＣ＝
５の場合、ガス流の９５％が中央ガス分配ゾーンに連結される。ＲＤＣ値は、本発明にお
いて限定されるものではなく、たとえば５（５／９５）～２０（２０／８０）又はそれを
超えて変動させることができる。
【００３６】
【表１】

 
【００３７】
　前述し、表１に示される例で示されるように、ラジカル流束がイオン流束よりも大きく
なる場合、ハロゲン化（「吸着」）は迅速に起こり、すなわち２秒未満で起こる。なんら
かの特定の理論によって束縛しようと意図するものではないが、増加するＣｌラジカル流
束のイオン流束に対する増加する比において、（Ｓｉをエッチングする場合）表面がＳｉ
Ｃｌで飽和すると考えられる。さらに、図４Ｅに示されるデータは、脱着サイクルがある
条件下で横ばい状態になりうることを示し、そのため、連続脱着ガス流を用いる場合でさ
えも、ある時間後にさらなるエッチングが最小限となりうる。たとえば、図４Ｅに示され
る結果では、２秒の脱着時間後にエッチング量が横ばいとなる。このような結果は、脱着
ガスの消費を最小限にでき、本発明の方法に要する時間を最適化できることを示唆してい
る。換言すると、脱着サイクルは自己制御型である。
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【００３８】
　前述の種々の実施形態による基板上の層をエッチングする方法は、図５～１１に示され
後述されるプラズマ処理システムのいずれか１つで行うことができる。しかし、議論され
るこれらの方法は、この例示的な提示による範囲に限定されるものではない。
【００３９】
　図５に示される実施形態によると、前述のプロセス条件を実施するために構成されたプ
ラズマ処理システム５００は、プラズマ処理チャンバー５１０、処理される基板５２５が
取り付けられる基板ホルダ５２０及び真空ポンプシステム５５０を含む。基板５２５は、
半導体基板、ウエハ、フラットパネルディスプレイ又は液晶ディスプレイであってよい。
プラズマ処理チャンバー５１０は、基板５２５の表面の近くのプラズマ処理領域５４５中
でのプラズマの発生が促進されるように構成することができる。ガス分配システム５４０
を介してイオン化可能なガス又はプロセスガス混合物が供給される。特定のプロセスガス
流の場合、プロセス圧力は真空ポンプシステム５５０を用いて調節される。あらかじめ決
定された材料の処理に特有の材料を得るため、及び／又は基板５２５の露出面からの材料
の除去を促進するために、プラズマを使用することができる。プラズマ処理システム５０
０は、２００ｍｍ基板、３００ｍｍ基板又はより大型のものなどの任意の所望のサイズの
基板の処理のために構成することができる。
【００４０】
　基板５２５は、機械的クランプシステム又は電気的クランプシステム（たとえば、静電
クランプシステム）などのクランプシステム５２８によって基板ホルダ５２０に取り付け
ることができる。さらに、基板ホルダ５２０は、基板ホルダ５２０及び基板５２５の温度
の調節及び／又は制御のために構成される加熱システム（図示せず）又は冷却システム（
図示せず）を含むことができる。加熱システム又は冷却システムは、冷却の場合には基板
ホルダ５２０から熱を受け取り熱交換器システム（図示せず）に熱を伝達し、又は加熱の
場合には熱交換器から基板ホルダ５２０に熱を伝達する伝熱流体の再循環流を含むことが
できる。別の実施形態では、抵抗加熱要素又は熱電気加熱器／冷却器などの加熱／冷却要
素を基板ホルダ５２０、ならびにプラズマ処理チャンバー５１０のチャンバー壁及びプラ
ズマ処理システム５００中の任意の他の構成要素に含むことができる。
【００４１】
　さらに、基板５２５と基板ホルダ５２０との間のガスギャップ熱伝導を改善するために
、裏面ガス供給システム５２６により、伝熱ガスを基板５２５の裏面に供給することがで
きる。高温又は低温における基板の温度制御が必要な場合、このようなシステムを利用す
ることができる。たとえば、裏面ガス供給システムは、２ゾーンガス分配システムを含む
ことができ、基板５２５の中央と端部との間でヘリウムガスギャップ圧力が独立に変動す
ることができる。
【００４２】
　図５に示される実施形態では、基板ホルダ５２０は電極５２２を含むことができ、それ
によってＲＦ出力がプラズマ処理領域５４５中の処理用プラズマに結合される。たとえば
、基板ホルダ５２０は、任意選択のインピーダンス整合ネットワーク５３２を介したＲＦ
発生器５３０から基板ホルダ５２０へのＲＦ出力の伝達により、ＲＦ電圧で電気的にバイ
アスをかけることができる。ＲＦバイアスは、電子を加熱してプラズマを形成し維持する
機能を果たすことができる。この構成では、システムは反応性イオンエッチング（ＲＩＥ
）反応器として動作することができ、チャンバー及び上部ガス注入電極は、接地面として
機能する。ＲＦバイアの典型的な周波数は約０．１ＭＨｚ～約１００ＭＨｚの範囲となり
うる。プラズマ処理用の種々のＲＦシステムが周知であり、さらなる議論は行わない。
【００４３】
　さらに、ＲＦ電圧での電極５２２の電気バイアスは、パルスバイアス信号制御装置５３
１を用いてパルス化することができる。ＲＦ発生器５３０からのＲＦ出力は、たとえばオ
フ状態とオン状態との間でパルス化することができる。
【００４４】
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　あるいは、ＲＦ出力は、複数の周波数で基板ホルダ電極に印加される。さらに、インピ
ーダンス整合ネットワーク５３２は、反射される出力を減少させることによってプラズマ
処理チャンバー５１０中のプラズマへのＲＦ出力の移動を改善することができる。種々の
整合ネットワークトポロジー、たとえばＬ型、π型、Ｔ型など、及び自動制御方法が周知
であり、それらを開示されるシステムとともに使用することができる。
【００４５】
　ガス分配システム５４０は、プロセスガス混合物を導入するためのシャワーヘッド設計
を含むことができる。あるいは、ガス分配システム５４０は、プロセスガス混合物を導入
し、基板５２５上でのプロセスガス混合物の分配を調節するためのマルチゾーンシャワー
ヘッド設計を含むことができる。たとえば、マルチゾーンシャワーヘッド設計は、基板５
２５上の実質的に中央の領域へのプロセスガスの流れ又は組成の量に対して、基板５２５
上の実質的に周辺の領域へのプロセスガスの流れ又は組成を調節するように構成すること
ができる。
【００４６】
　真空ポンプシステム５５０は、最大約５０００リットル／秒（以上）のポンプ速度が可
能なターボ分子真空ポンプ（ＴＭＰ）と、チャンバー圧力を調節するためのゲートバルブ
とを含むことができる。ドライプラズマエッチングに使用される従来のプラズマ処理装置
では、１０００リットル／秒～３０００リットル／秒のＴＭＰを使用することができる。
ＴＭＰは、たとえば約５０ｍＴｏｒｒ未満の低圧処理の場合に有用である。高圧処理の場
合（すなわち、約１００ｍＴｏｒｒを超える）、メカニカルブースターポンプ及びドライ
粗引きポンプを使用することができる。さらに、チャンバー圧力を監視するための装置（
図示せず）をプラズマ処理チャンバー５１０に連結することができる。
【００４７】
　制御装置５５５は、マイクロプロセッサと、メモリと、プラズマ処理システム５００へ
の入力の伝達及び起動を行い、プラズマ処理システム５００からの出力を監視するのに十
分な制御電圧を発生させることができるデジタルＩ／Ｏポートとを含む。さらに、制御装
置５５５は、ＲＦ発生器５３０、パルスバイアス信号制御装置５３１、インピーダンス整
合ネットワーク５３２、ガス分配システム５４０及び真空ポンプシステム５５０並びに基
板加熱／冷却システム（図示せず）、裏面ガス供給システム５２６、及び／又は静電クラ
ンプシステム５２８に連結することができ、それらと情報交換を行うことができる。たと
えば、プラズマエッチングプロセスなどのプラズマ支援プロセスを基板５２５に対して行
うためのプロセスレシピによりプラズマ処理システム５００の前述の構成要素への入力を
起動するために、メモリに記憶されたプログラムを利用することができる。
【００４８】
　制御装置５５５は、プラズマ処理システム５００に対して近く又は離れてのいずれかで
設置することができる。たとえば、制御装置５５５は、直接接続、イントラネット、及び
／又はインターネットを用いてプラズマ処理システム５００とデータ交換することができ
る。制御装置５５５は、たとえば顧客サイト（すなわち装置のメーカーなど）でイントラ
ネットに接続することができ、又はたとえばベンダーサイト（すなわち設備の製造元）で
イントラネットに接続することができる。これとは別にあるいはこれに加えて、制御装置
５５５はインターネットに接続することができる。さらに、別のコンピュータ（すなわち
、制御装置、サーバーなど）が、直接接続、イントラネット及び／又はインターネットに
よって制御装置５５５にアクセスしてデータ交換を行うことができる。
【００４９】
　図６に示される実施形態では、プラズマ処理システム６００は、図５の実施形態と同様
であってよく、図５を参照して記載された構成要素に加えて、場合によりプラズマ密度を
増加させ、及び／又はプラズマ処理の均一性を改善するために、固定式、又は機械的若し
くは電気的に回転する磁界システム６６０のいずれかをさらに含むことができる。さらに
、回転速度及び磁界強度を調節するために、制御装置５５５が磁界システム６６０に連結
することができる。回転磁界の設計及び実現は周知であり、さらなる議論は行わない。
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【００５０】
　図７に示される実施形態では、プラズマ処理システム７００は、図５又は図６の実施形
態と同様であってよく、任意選択のインピーダンス整合ネットワーク７７４によってＲＦ
発生器７７２からのＲＦ出力を結合可能な上部電極７７０をさらに含むことができる。上
部電極にＲＦ出力を印加するための周波数は約０．１ＭＨｚ～約２００ＭＨｚの範囲であ
ってよい。さらに、下部電極への出力の印加のための周波数は約０．１ＭＨｚ～約１００
ＭＨｚの範囲であってよい。さらに、上部電極７７０へのＲＦ出力の印加を制御するため
に、制御装置５５５がＲＦ発生器７７２及びインピーダンス整合ネットワーク７７４に連
結される。上部電極の設計及び実現は周知であり、さらなる議論は行わない。上部電極７
７０及びガス分配システム５４０は、図示されるように同じチャンバーアセンブリ内に設
計することができる。あるいは、上部電極７７０は、基板５２５の上のプラズマに結合す
るＲＦ出力分布を調節するためのマルチゾーン電極設計を含むことができる。たとえば、
上部電極７７０は、中央電極及び端部電極にセグメント化することができる。図７に示さ
れる実施形態は、たとえばＳｉＡＲＣを含むデバイス層をエッチングするために有利に使
用することができる。
【００５１】
　図８に示される実施形態では、プラズマ処理システム８００は、図７の実施形態と同様
であってよく、基板５２５と向かい合う上部電極７７０に連結した直流（ＤＣ）電源８９
０をさらに含むことができる。上部電極７７０は電極板を含むことができる。この電極板
はシリコン含有電極板を含むことができる。さらに、電極板はドープされたシリコンの電
極板を含むことができる。ＤＣ電源８９０は可変ＤＣ電源を含むことができる。さらに、
ＤＣ電源８９０はバイポーラＤＣ電源を含むことができる。ＤＣ電源８９０は、ＤＣ電源
８９０の極性、電流、電圧又はオン／オフ状態の監視、調節又は制御の少なくとも１つを
行うように構成されたシステムをさらに含むことができる。プラズマが形成されると、Ｄ
Ｃ電源８９０によって弾道電子ビームの形成が促進される。電気フィルター（図示せず）
を用いて、ＤＣ電源８９０からＲＦ出力を分離することができる。
【００５２】
　たとえば、ＤＣ電源８９０によって上部電極７７０に印加されるＤＣ電圧は、約－２０
００ボルト（Ｖ）～約１０００Ｖの範囲であってよい。たとえば、ＤＣ電圧の絶対値は約
１００Ｖ以上の値を有することができ、又はＤＣ電圧の絶対値は約５００Ｖ以上の値を有
することができる。前述のように、ＤＣ電圧は負の極性を有することができる。たとえば
、ＤＣ電圧は、上部電極７７０の表面上に生成される自己バイアス電圧よりも大きい絶対
値を有する負の電圧であってよい。基板ホルダ５２０に面する上部電極７７０の表面は、
シリコン含有材料から構成されてよい。
【００５３】
　図９に示される実施形態では、プラズマ処理システム９００は、図５及び６の実施形態
と同様であってよく、ＲＦ出力がＲＦ発生器９８２を介して任意選択のインピーダンス整
合ネットワーク９８４を通して結合される誘導コイル９８０をさらに含むことができる。
ＲＦ出力は、誘導コイル９８０から誘電体窓（図示せず）を介してプラズマ処理領域５４
５に誘導結合される。誘導コイル９８０へのＲＦ出力の印加のための周波数は約１０ＭＨ
ｚ～約１００ＭＨｚの範囲であってよい。同様に、チャック電極への出力の印加のための
周波数は約０．１ＭＨｚ～約１００ＭＨｚの範囲であってよい。さらに、誘導コイル９８
０とプラズマ処理領域５４５中のプラズマとの容量結合を減少させるためにスロット付き
ファラデーシールド（図示せず）を使用することができる。さらに、誘導コイル９８０へ
の出力の印加を制御するために、制御装置５５５をＲＦ発生器９８２及びインピーダンス
整合ネットワーク９８４に連結することができる。
【００５４】
　図１０に示されるような別の実施形態では、プラズマ処理システム１０００は、図９の
実施形態と同様であってよく、トランス結合プラズマ（ＴＣＰ）反応器のように、上から
プラズマ処理領域５４５と連絡する「スパイラル」コイル又は「パンケーキ」コイルであ
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ランス結合プラズマ（ＴＣＰ）源の設計及び実現は周知であり、さらなる議論は行わない
。
【００５５】
　あるいは、プラズマは電子サイクロトロン共鳴（ＥＣＲ）を用いて形成することができ
る。さらに別の実施形態では、プラズマはヘリコン波を発射することで形成される。さら
に別の実施形態では、プラズマは伝搬表面波から形成される。上記の各プラズマ源は周知
であり、さらなる議論は行わない。
【００５６】
　図１１に示される実施形態では、プラズマ処理システム１１００は、図５の実施形態と
同様であってよく、表面波プラズマ（ＳＷＰ）源１１８０をさらに含むことができる。Ｓ
ＷＰ源１１８０は、マイクロ波出力がマイクロ波発生器１１８２を介して任意選択のイン
ピーダンス整合ネットワーク１１８４を通して連結されるラジアルラインスロットアンテ
ナなどのスロットアンテナを含むことができる。
【００５７】
　本発明の特定の実施形態のみを以上に詳細に説明してきたが、当業者であれば、本発明
の新規な教示及び利点から実質的に逸脱することなく、実施形態における多くの修正形態
が可能であることを容易に理解するものである。したがって、すべてのこのような修正形
態を本発明の範囲内に含めることを意図している。
 

【図１】 【図２Ａ】
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